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管
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つ
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一 

二
月
二
十
六
日
に
今
年
度
補
正
予
算
が
成
立
し
ま
し
た
。
日
本
経
済
再
生
の
た
め
に
は
、

本
補
正
予
算
を
含
め
た
「
日
本
経
済
再
生
に
向
け
た
緊
急
経
済
対
策
」
の
迅
速
か
つ
着
実
な

実
行
が
重
要
で
す
。
そ
の
際
、
国
民
生
活
の
向
上
に
着
実
に
つ
な
が
る
よ
う
、
し
っ
か
り
と

し
た
進
捗
管
理
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
す
。 

 

二 

こ
の
た
め
、
関
係
閣
僚
に
お
か
れ
て
は
、
次
の
三
原
則
に
の
っ
と
っ
て
進
捗
管
理
を
行
っ

て
い
た
だ
き
た
い
。 

「
原
則
一 

一
日
も
早
い
効
果
発
現
」 

補
正
予
算
の
早
期
執
行
な
ど
、
本
対
策
の
効
果
が
最
短
期
間
で
国
民
に
到
達
す
る
よ
う
に 

努
め
る
こ
と
。 

「
原
則
二 

ガ
ラ
ス
張
り
の
執
行
」 

事
業
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
、
当
面
、
原
則
と
し
て
毎
月
、
経
済
財
政
諮
問
会
議
に
お
い

て
、
国
民
に
分
か
り
易
い
よ
う
工
夫
し
た
形
で
報
告
す
る
こ
と
。 



「
原
則
三 

閣
僚
が
リ
ー
ド
」 

関
係
閣
僚
自
ら
が
施
策
の
進
捗
を
把
握
し
指
揮
す
る
こ
と
。 

 

三 

以
上
の
原
則
の
下
、
関
係
閣
僚
が
責
任
を
持
っ
て
進
捗
管
理
を
行
い
、
経
済
財
政
政
策
担

当
大
臣
に
全
体
の
取
り
ま
と
め
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 


